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＜根拠法令＞ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事

務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。 

一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他

の教育機関（以下「学校その他の教育機関」という。）の設置、

管理及び廃止に関すること。 

二から十九まで 略 

 

第二十五条 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その

権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして

臨時に代理させることができる。 

     第二項から第四項 略 

 

○教育長に対する権限の委任等に関する規則 

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第

百六十二号。以下「法」という。）第二十五条第一項の規定に基づ

き、教育委員会は、次に掲げる事項及び岐阜県教育委員会の権限に

属する事務の委任及び補助執行に関する規則（平成二十九年岐阜県

教育委員会規則第十五号。以下「委任等規則」という。）の規定に

より知事の補助機関である職員に委任し、又は補助執行させる事務

を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。 

    一から六まで 略 

七 学校の課程、学科又は専攻科の設置及び廃止に関すること。 

八から二十まで 略 

 ２  略 
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(別紙) 

令和７年度県立高等学校における学科改編について 

 

１ 令和７年度の学科改編 

○  加茂高等学校において、単位制による全日制の文理探究科（その他普

通教育を施す学科）を新設する。また、普通科及び理数科の募集を停止

する。 

 

２ 実施時期 

 ○ 実施時期は、令和７年４月１日とする。 
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（参考資料） 

令和７年度県立高等学校における学科改編について 

◆ 学科改編の内容 

加茂高等学校 
  

 

全日制課程 普通科 

全日制課程 理数科 

→ 

 

→ 

→ 

単位制による全日制課程 文理探究科

〔その他普通教育を施す学科※〕（新設） 

（募集停止） 

（募集停止） 

 

   

      

 ○ 単位制による全日制の課程文理探究科〔普通教育を主とする学科〕を新設する。また、

普通科及び理数科の募集を停止する。 

  

 学科改編の理由 

 
文系、理系の枠を超えた探究的な学びを学校全体で推進し、高い目標を持った生徒

の多様な進路希望に即した学びを可能とするため。 

※ 「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して〜全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、
協働的な学びの実現〜」（令和３年１月 26 日中央教育審議会答申）を踏まえた、高等学校設置基準、高等
学校学習指導要領の一部改正によるもの 

・普通教育を主とする学科として、「普通科」以外に「その他普通教育を施す学科」を設置可能とする。 
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